
令和 ５年１２月８日 

商工会員  各 位                                                                                                                             

郡 上 市 商 工 会 

                           会 長 木 嶋 勘 逸 

決算・確定申告相談 予約のご案内 

  師走の候、各位には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は、本会活動に深いご理解と

ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

  さて、今年度も所得税及び消費税の決算・確定申告の時期が近づいてまいりました。商工会では、

適正な税務申告のための決算・確定申告相談会を、今年も完全予約制で実施いたします。本年度は

令和６年１月１５日（月）から３月１１日（月)までの期間（土日祝日を除く）で行います。 

相談は先着予約順とさせていただきますので、下記によりお早めにお申し込み下さいますようお

願いします。 

◎税務署から届いた「確定申告のお知らせ」ハガキが必要です。大切に保管して必ずご持

参下さい。 

◎予約されずにお越しいただくとご対応が出来ません。必ず事前に予約を取って下さい。 

◎個人番号（マイナンバー）が必要〔申告者・被扶養者全員〕ですので、必ず準備をお願いします。 

記 

１．税務相談ご予約の方法 

ＦＡＸでの予約の場合 以下に記入し、相談を希望する商工会出張所等へＦＡＸ 

お電話での予約の場合 相談を希望する商工会出張所等へお電話 

※商工会出張所等の連絡先は裏面をご確認ください。 

会 員 名 
℡           

相談会場 
希望する相談会場に〇を付してください。 

八幡 ・ 大和 ・ 白鳥 ・ 高鷲 ・ 美並 ・ 明宝 ・ 和良 

希 望 日 月   日   曜日（１／１５～３／１１まで） 

希望時間帯 □①９時－１１時 □②１３時－１５時 □③１５時－１７時 

確定申告の種類・人数 □所得税の申告（  人）  □消費税の申告（  人） 

株式等の譲渡の有無 有 ・ 無 
土地、建物等 

の売却の有無 
有 ・ 無 

特記事項 

（2023年中に確定申告に関わる特別な事柄がありましたら、お書きください。） 

例：土地・建物・山林・株式等の売買、住宅ローン、扶養親族の変動 など 

 

 

 

※1 既にご予約頂いている方は、行き違いでございますのでご容赦ください。 

 ※2 会計ソフト「みんなの青色申告」使用者の相談開始日は1月25日からとなります。 

２．予約期限    相談希望日の３営業日前までにご予約ください。 

         例：２月１６日(金)に相談を希望の場合、２月１３日（火）が予約期限となります。 

別紙「減価償却費の計算について」もご確認ください 



◆ 別紙「減価償却費の計算について」 

   減価償却資産（10 万円以上の販売用商品でない物品）について令和 5 年の途中に変更が

あった方は、お手元の令和 4 年分決算書（又は収支内訳書）控をご覧いただきながら、下

記の表にて相談を希望する商工会出張所へご報告ください。 

※ 令和 5 年中に増減等がない方で減価償却の計算表が不要な方は、ご提出不要です。 

※ 減価償却費の計算表は、希望者にのみ、1 週間以内を目安に送付致します。 

 

【貴事業所名】             ℡          FAX             

 

【提出確認 フローチャート質問】はい・いいえに〇を付けてください。 

 

 

 

 

 

 

【令和 5 年中の新規取得】 

減価償却資産の名称等 
取得 

年月 
取得価額 

事業専用 

割合 

状態 
（どちらかに〇を

付して下さい） 
備考 

（記載例） 

営業車（ダイハツ・

ハイゼットカーゴ） 

（記載例） 

R3 年   

5 月 

（記載例） 

1,300,000 円 

（記載例） 

80％ 

（記載例） 

新品・中古  

 
年 

月 
円 ％ 新品・中古  

 
年 

月 
円 ％ 新品・中古  

 
年 

月 
円 ％ 新品・中古  

【令和 5 年中の売却・除却】 

減価償却資産の名称等 
売却・除却 

年月 

（売却・下取りの場合） 

売却価額 

（記載例） 

営業車（トヨタ・ハイエース） 

（記載例） 

R5 年 

5 月 

（記載例） 

300,000 円 
売却・譲渡先（郡上市八幡町島谷 130-1 郡上市商工自動車） 

 
年 

月 
円 

売却・譲渡先（                    ） 

 
年 

月 
円 

売却・譲渡先（                    ） 

 
年 

月 
円 

売却・譲渡先（                    ） 

送 付 先   相談を希望する商工会出張所等へご提出（FAX 可）ください。 

連絡期限    １月１５日（金）までに FAX 等でご報告ください。 

※1 枚で足らない場合、コピー可 

減価償却資産の増減があった方 

減価償却費の計算表が必要な方 

本紙の提出が 

必要です 

本紙の提出は 

不要です 

設問 1  

減価償却資産（10 万円以上の

販売用商品でない物品）の増減

がありましたか？ 

設問 2 

減価償却費の計算表の

送付を希望しますか 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 


